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平成19年度保育所入所受付
申込みは各保育所（園）へ

　来年度の入所受付を下記の日程で行います。保育所に入所するには、次のような基準があります。
◆滑川市内に住所があり、住んでいること
◆家庭内に保育する人がいないこと
◆お子さんが保育所での集団生活に支障がないこと
　なお、現在入所しているお子さんで、来年度も引き続き入所を希望される場合も、申込手続きが必要です。
　また、申込期日が過ぎた場合でも、定員に余裕があれば随時受付します。
　乳児保育、障害児保育、延長保育も行っていますので、入所を希望される保育所（園）にご相談ください。
問合せ先　各保育所（園）または福祉課児童福祉担当（内線３３５）
保育所（園）名 電話番号 受付日 時　間 定員（人）
あずま保育所 ４７５－０８７７ 11月 ６ 日㈪ 9:00 ～ 11:00 ７０
柳 原 保 育 所 ４７５－０７００ 〃 14:00 ～ 16:00 ４５
浜加積保育園 ４７５－０５９２ 11月 ７ 日㈫ 9:00 ～ 11:00 １２０
坪 川 保 育 所 ４７５－８１０５ 〃 14:00 ～ 16:00 ４５
中加積保育園 ４７５－３８３７ 11月 ８ 日㈬ 9:00 ～ 11:00 １５０
滑川中央保育園 ４７５－７１８１ 〃 14:00 ～ 16:00 ９０
高 月 保 育 園 ４７５－２９３０ 11月 ９ 日㈭ 9:00 ～ 11:00 １４０
和 光 保 育 園 ４７４－１２５８ 11月 10日㈮ 14:00 ～ 16:00 ６０
上小泉保育園 ４７５－４５７５ 11月 13日㈪ 9:00 ～ 11:00 １４０
童 和 保 育 園 ４７５－０５１６ 〃 14:00 ～ 16:00 ６０

　国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象となります。年末調整や確定申告の際に、１年間の納付額
を申告することにより税の控除が受けられますが、生命保険料などと同様に証明書類を添付することが義務付
けられています。このため、社会保険庁から 11 月上旬に「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が国
民年金の被保険者ご本人に送付されます。
　年末調整または確定申告の手続きの際は、必ずこの証明書や領収証書が必要となりますので、大切に保管し
てください。

　「老齢」または「退職」を支給事由とする年金は、所得税法上「雑所得」として所得税がかかります。（障害
年金、遺族年金には所得税がかかりません。）
　年金の支払者である社会保険庁は、年金を支払う際に所得税の各種控除を行い源泉徴収することになってお
り、この各種控除を受けるためには、「扶養親族等申告書」の提出が必要となります。
　11 月中旬に社会保険庁から課税の対象となる方へ「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書（はがき）」が
送付されます。この「扶養親族等申告書」を提出されないと、所得税の源泉徴収税額は提出された場合に比べ
多くなりますので、忘れずに提出してください。
　なお、課税対象となる方は、平成 19 年中に支払われる年金額が次の金額以上の方です。
　① 65 歳未満の方（昭和 18 年１月２日以後生まれの方）…108万円以上
　② 65 歳以上の方（昭和 18 年１月１日以前生まれの方）…158万円以上
問合せ先　魚津社会保険事務所（☎０７６５－２４－１４９４）

「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」は大切に
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扶養親族等申告書の提出をお忘れなく！


